
※１割負担のご利用者 令和8年6月1日

第１段階 300円 880円 1,835円
第２段階 600円 880円 2,135円

第３段階① 1,000円 1,370円 3,025円
第３段階② 1,300円 1,370円 3,325円
第４段階 1,445円 2,066円 4,166円
第１段階 300円 880円 1,984円
第２段階 600円 880円 2,284円

第３段階① 1,000円 1,370円 3,174円
第３段階② 1,300円 1,370円 3,474円
第４段階 1,445円 2,066円 4,315円
第１段階 300円 880円 2,062円
第２段階 600円 880円 2,362円

第３段階① 1,000円 1,370円 3,252円
第３段階② 1,300円 1,370円 3,552円
第４段階 1,445円 2,066円 4,393円
第１段階 300円 880円 2,142円
第２段階 600円 880円 2,442円

第３段階① 1,000円 1,370円 3,332円
第３段階② 1,300円 1,370円 3,632円
第４段階 1,445円 2,066円 4,473円
第１段階 300円 880円 2,230円
第２段階 600円 880円 2,530円

第３段階① 1,000円 1,370円 3,420円
第３段階② 1,300円 1,370円 3,720円
第４段階 1,445円 2,066円 4,561円
第１段階 300円 880円 2,314円
第２段階 600円 880円 2,614円

第３段階① 1,000円 1,370円 3,504円
第３段階② 1,300円 1,370円 3,804円
第４段階 1,445円 2,066円 4,645円
第１段階 300円 880円 2,395円
第２段階 600円 880円 2,695円

第３段階① 1,000円 1,370円 3,585円
第３段階② 1,300円 1,370円 3,885円
第４段階 1,445円 2,066円 4,726円

　

短期入所１日当たりの利用料金表

介護度
基本

サービス費
夜勤職員配置

加算(Ⅱ)

サービス
提供体制
加算(Ⅱ)

生産性向上推進
体制加算(Ⅱ)

1か月

介護職員等
処遇改善

加算(Ⅰ)ロ

所定単位
の合計額

所得区分 食　費 居住費
およそ
１日の

利用料金

要支援１ 529円 0円 18円 10円 98円 655円

804円

要介護１ 704円 18円 18円 10円 132円 882円

要支援２ 656円 0円 18円 10円 120円

962円

要介護３ 847円 18円 18円 10円 157円 1,050円

要介護２ 772円 18円 18円 10円 144円

1,134円

要介護５ 987円 18円 18円 10円 182円 1,215円

要介護４ 918円 18円 18円 10円 170円



※２割負担のご利用者 　

要支援１ 1,058円 196円 1,310円 4,821円
要支援２ 1,312円 241円 1,609円 5,120円
要介護１ 1,408円 264円 1,764円 5,275円
要介護２ 1,544円 288円 1,924円 5,435円
要介護３ 1,694円 314円 2,100円 5,611円
要介護４ 1,836円 339円 2,267円 5,778円
要介護５ 1,974円 364円 2,430円 5,941円

　
※３割負担のご利用者 　

要支援１ 1,587円 294円 1,965円 5,476円
要支援２ 1,968円 361円 2,413円 5,924円
要介護１ 2,112円 396円 2,646円 6,157円
要介護２ 2,316円 432円 2,886円 6,397円
要介護３ 2,541円 472円 3,151円 6,662円
要介護４ 2,754円 509円 3,401円 6,912円
要介護５ 2,961円 545円 3,644円 7,155円

　
※１．加算項目に変更がある場合、利用料金は変更になります。 　
　２．食費は、朝食４０１円、昼食５２２円、夕食５２２円です。
　３．介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロは１か月の所定単位数に加算率１７.６％を乗じた金額です。
　４．所得区分は次の通りです。
　　  ・第１段階　生活保護受給者、又は、市町村民税非課税世帯の老齢福祉年金受給者で、
　　  　　　　　　かつ、預貯金等が１,０００万円（夫婦は２,０００万円）以下の方
　　  ・第２段階　市町村民税非課税世帯の方であって、年金収入金額（非課税年金を含む）と合計所得金額の合計が８０万円以下で、
　　　　　　　　　かつ、預貯金等が６５０万円（夫婦は１,６５０万円）以下の方
　　  ・第３段階①　市町村民税非課税世帯の方であって、年金収入金額（非課税年金を含む）と合計所得金額の合計が８０万円超１２０万円以下で、
　　     　　　 　　かつ、預貯金等が５５０万円（夫婦は１,５５０万円）以下の方
　　  ・第３段階②　市町村民税非課税世帯の方であって、年金収入金額（非課税年金を含む）と合計所得金額の合計が１２０万円超で、
　　     　　　　 　かつ、預貯金等が５００万円（夫婦は１,５００万円）以下の方
　　  ・第４段階　第１段階から第３段階以外の方

介護度
基本

サービス費
夜勤職員配置

加算(Ⅱ)

サービス
提供体制
加算(Ⅱ)

生産性向上推進
体制加算(Ⅱ)

1か月

介護職員等
処遇改善

加算(Ⅰ)ロ

所定単位
の合計額

所得区分 食　費 居住費
およそ
１日の

利用料金

0円 36円 20円

第４段階 1,445円 2,066円
36円 36円 20円

介護度
基本

サービス費
夜勤職員配置

加算(Ⅱ)

サービス
提供体制
加算(Ⅱ)

生産性向上推進
体制加算(Ⅱ)

1か月

介護職員等
処遇改善

加算(Ⅰ)ロ

2,066円
54円 54円 30円

特別養護老人ホーム旭川ねむのきの華

所定単位
の合計額

所得区分 食　費 居住費
およそ
１日の

利用料金

0円 54円 30円

第４段階 1,445円


